
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年４月版） 

 

横 浜 市 

横浜市建築基準法取扱基準集  



 

 

 



 

 

 

 

本取扱基準集のご利用にあたって 

 

 

１ 本取扱基準集は、建築基準法における本市の考え方を示したものです。本市では本取扱基準集の他に以下の

書籍等を審査基準として位置付けており、重複を避けて編集していますので、これらと併せてご活用ください。 

(1) 「神奈川県建築基準法取扱基準 ―面積、高さ、階数等の算定方法―」（神奈川県建築行政連絡協議会編） 

(2) 「建築基準法質疑応答集」（建築基準法研究会編） 

(3) 「建築物の防火避難規定の解説」（日本建築行政会議編） 

(4) 「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」（日本建築行政会議編） 

 

２ 本編で引用した法令名は、次のような略称名を用いています。 

法 ……………建築基準法 

令 ……………建築基準法施行令 

法規則 ………建築基準法施行規則 

条例 …………横浜市建築基準条例 

細則 …………横浜市建築基準法施行細則 

 

３ 本編中の用途地域、組織等の名称については、現行の名称に修正しています。 

 

４ 本取扱基準集は注記のあるものを除き、令和８年４月現在のものとします。ただし、既に公布されている法

令で、未施行のものは除きます。 
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